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県民福祉プラザの予約方法の流れ（例）

STEP1：仮予約

社会福祉法人等は１年先まで可能
一般団体は６カ月先まで可能
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STEP２:本予約

使用日の２カ月前までに
催事物名・備品を登録

２次予約

県民ホールは３週間前
その他研修室は１０日前まで予約できます
この予約の際は予約と同時に催事物名・
備品が必要です

使用日の２カ月前
例：１０月１日

使用日
例：１２月１日
使用料の支払いについて
当日までの振込または当日事務室にて現金
でお支払いください
（お釣りのないようご準備ください）
使用承認書を確認し鍵をお渡しいたします


